
 

 

富山県国民健康保険運営協議会運営規程 

（趣旨） 

第１条  この規程は、富山県国民健康保険条例（平成29年富山県条例第46号。以

下「条例」という。）第８条の規定に基づき、富山県国民健康保険運営協議会

（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （招集） 

第２条 条例第６条第１項の規定により、協議会を招集しようとするときには、あ

らかじめ開催の日時及び場所並びに審議事項を委員に通知しなければならない。 

 （会議の公開） 

第３条 協議会の会議は、傍聴の方法により公開とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会長は、協議会の

会議に諮り、当該会議を公開しないことができる。 

(1) 富山県情報公開条例（平成13年富山県条例第38号）第７条各号のいずれかに

該当すると認められる事項について審議等が行われる場合 

(2) 会議を公開することにより、運営協議会の公正又は円滑な運営に著しい支障

を及ぼすおそれがある場合 

 （議事録等） 

第４条 会議を開催したときは、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長のほか、出席した委員のうちから議長が指名する委員２人が

これに署名しなければならない。 

 （書面による議事） 

第５条 会長は、やむを得ない理由により協議会の会議を開く余裕のない場合にお

いては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛

否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。 

（細則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

   附 則 

 この規程は、平成30年９月５日から施行する。 
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